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雇 用 保 険 被 保 険 者 資 格 喪 失 届 の 記 入 例 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５「喪失原因」は、次の区分に従って該当する番号を記入してください。 

 

離職以外の理由・・・・・・・「１」 

 

○被保険者の死亡 

 

○在籍出向（出向先で被保険者となる 

場合） 

 

○出向元への復帰 

 

 

「３」以外の離職・・・・・・「２」 

 

○任意退職（転職、結婚退職等） 

○重責解雇 

○契約期間満了 

○60歳以上の定年退職 

（継続雇用制度あり） 

○移籍出向 

○週の所定労働時間が 20時間未満 

○取締役への就任 

 

 

事業主の都合による離職・・・・「３」 

 

○事業主都合による解雇 

 

○事業主からの勧奨等による退職 

 

○65歳未満の定年退職 

（継続雇用制度なし） 

 

10「個人番号」 

・被保険者の個人番号（マイナンバー）を記入してください。 

4｢離職等年月日｣ 
・事業所に籍があった最後の日を｢０｣も省略せず６桁で記入してください。 

8｢補充採用予定の有無｣
補充採用の予定があるようでしたら、ぜひハローワークをご利用ください。 

6｢離職票交付希望の有・無｣ 
・ 被保険者でなくなった者が、離職時において妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により一定期間職業に就くことができ
ず、その後に失業給付を受けようとする場合も「１」を記入してください。 

7｢１週間の所定労働時間｣ 
・離職年月日現在の時間を記入してください。 

○○ 
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【雇用保険被保険者資格喪失届（裏面）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14～19欄は、被保険者が外国人の場合のみ記載してください。 

・外国人（在留資格「外交」・「公用」及び特別永住者を除く）が離職した場合、この欄に記入することによって、外国人雇用状況の離職の届出

を行ったことになります。 
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３ 昭和 56年７月以前から被保険者となっている方の届出について 

ハローワークでは、昭和 56年からオンラインシステムを導入して雇用保険関係事務

を処理しており、資格取得等の手続時において、資格喪失等の手続を行うための書類の

記載内容の一部を印字してお渡ししております。 

しかし、昭和 56年以前に被保険者の資格取得等の手続を行われている方が資格喪失

等の手続をされる場合には、ハローワークに備え付けている様式またはハローワーク

インターネットサービスよりダウンロードした様式を使用していただくこととなりま

す。 

届出様式･････「雇用保険被保険者資格喪失届」（移行処理用） 

 

 

 

 

1「個人番号」 

被保険者の個人番号（マイナンバー）を

記入してください 

雇用保険被保険者資格喪失届の記載例 

 


